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平成２３年度原子力関係経費概算要求ヒアリング 施策概要 

 

１．基本事項： 

所管省 農林水産省 整理番号 １ 

施策名 特殊病害虫根絶事業 

基本方針 

分類 

主：（４）放射線利用の普及促進 

従： 

大綱分類 
主：２－２ 放射線利用 

従： 

２．予算額：（百万円） 

 ２３年度概算要求額 ２２年度予算額 

一般会計 

① 奄美群島におけるア

リモドキゾウムシ根

絶防除に必要な経費 

 

② 沖縄県におけるウリ

ミバエ侵入防止事業

に必要な経費（内閣

府一括計上） 

 

③ 沖縄県におけるイモ

ゾウムシ等根絶防除

に必要な経費（内閣府

一括計上） 

 

 

消費・安全対策交付金

2,283 百万円の内数 

 

 

５４７ 

 

 

 

 

１７８ 

 

 

消費・安全対策交付金 

2,686 百万円の内数 

 

 

５４７ 

 

 

 

 

１７８ 

エネ特会（立地対策）   

エネ特会（利用対策）   

合計   

 

３．施策内容 

（１）概要（必要性・緊急性） 

沖縄、奄美群島等には、さつまいもに重大な被害を与えるアリモドキゾウムシ等が発

生しており、さつまいも等に著しい被害を与えていることから、これら害虫の未発生地域

へのまん延を防止するため、発生地域からのアリモドキゾウムシ等の寄主となる植物の

移動が禁止又は制限されている。このため、発生地域における農業生産振興を図るとと

様式２ 
第５０回原子力委員会 

資料第１－７－２号 



 

 2

もに未発生地域へのまん延を防止し、我が国の農作物の安定的な生産に資するため、

アリモドキゾウムシ等について、放射線を用いた不妊虫放飼法等の技術を用いて根絶

に向けた防除を実施する。 

    また、既に根絶が達成されたウリミバエについても、根絶後も台風といった気象要因等

による海外の発生地域からの再侵入事例があることから、定着・再発生を防止するた

め、不妊虫放飼による対策を継続する。 

 

（２）期待される成果・これまでの成果 

これらの特殊病害虫が根絶されることにより、発生地域における農業生産振興が図ら

れるとともに、未発生地域におけるまん延防止が図られ、我が国の農作物の安定的な

生産に資する。なお、現在、沖縄県久米島及び津堅島、鹿児島県喜界島においてアリモ

ドキゾウムシ及びイモゾウムシの根絶防除事業を実施しており、久米島については、ア

リモドキゾウムシの発生密度が非常に低く根絶に近い状態となっている。 

また、果菜・果実類の大害虫で我が国が最も侵入を恐れている害虫の一つであるウリ

ミバエについては、我が国に大正８年に侵入し、沖縄、奄美群島にまん延していたが、不

妊虫放飼法等を用いた根絶防除の結果、平成５年に我が国から根絶した。その後も不

妊虫放飼を継続することにより、ウリミバエの国内での再発生は認められていない。 

 

４．当該施策の事前評価・中間評価の有無及びその評価の内容等 

 効率的な根絶防除を実施するため、専門的な知識を有する有識者を参集し、事業検討

会を毎年度開催している。検討会では、事業実施地区において特殊病害虫の増減の調査

結果をもとに、防除効果の評価とその防除の効果的、効率的な実施について検討を行って

いる。 

 

５．平成２３年度概算要求内容 

アリモドキゾウムシ等については、不妊虫放飼法等の技術を用いた防除を継続して実施

するための経費を引き続き要求している。 

また、ウリミバエについては、再侵入・まん延した場合、再根絶に莫大な費用がかかるこ
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とから、現在の予防措置水準を維持する必要があり、本事業を継続して実施するための経

費を引き続き要求している。 

 

６．その他（懸案事項、他省との連携状況など）： 

（１）アリモドキゾウムシ、イモゾウムシ及びウリミバエ 

          

       アリモドキゾウムシ                         イモゾウムシ 

 

 

 

 

 

 
 

（２）アリモドキゾウムシ及びイモゾウムシによる被害 

アリモドキゾウムシ及びイモゾ

ウムシに寄生された初期のサツ

マイモは、外見から寄生の判別

は容易ではなく、これら害虫の早

期発見、早期防除は困難であ

る。幼虫によりイモ内部が食害さ

れると、サツマイモ自体が産生す 

ウリミバエ 

 

成虫は果菜・果実類の中に産卵し、幼虫は果肉

を食害する。被害を受けた果実は食用にならな

い。（体長８～１０mm） 

幼虫、成虫ともイモや茎を加害し、特に幼虫はイモ内部を食害する。食害を受けたイモ

は悪臭と苦みを生じ、食用のみならず飼料用にもならない。（体長：アリモドキゾウム

シ５～７ｍｍ、イモゾウムシ３～４ｍｍ） 

サ  ツ  マ  イ  モ  の  被  害 
（左：アリモドキゾウムシ、右：イモゾウムシ） 
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る物質（イポメアマロン）により、悪臭や苦みを生じ食用にならないばかりか、家畜の飼料

にもならない。 

 

（３）ウリミバエ根絶事業・侵入防止事業と不妊虫放飼頭数の推移 

右のグラフは、沖縄県におけるウリミ

バエ根絶事業及び根絶後の侵入防止

事業費について、昭和 59 年度から平成

22 年度までの事業費及び１ｈａ当たりの

放飼頭数を示している。 

なお、事業費は、平成元年度の約

1300 百万円をピークに以降減少し、平

成 5 年度の根絶後は、約 600 百万円と

なっている（平成 19 年度から 22 年度の

増額は、不妊虫大量増殖施設の緊急 

改修に要する費用）。また、１ｈａ当たりの放飼頭数は、ウリミバエの密度の低下に伴い

減少し、侵入防止事業（平成 6 年度以降）では根絶事業（平成 5 年度以前）におけるピー

ク時の約半数となっている。 

 

（４）事業評価 

アリモドキゾウムシ等の特殊害虫の防除に関して、学識経験者からあった主な指摘・

評価内容とその対応は、以下のとおりである。 

○ ウリミバエ侵入防止事業については、不妊虫の放飼量と発生した場合の対応策につ

いて、より専門的に研究・検討し、事業の効率化の検討を進める。 

○ アリモドキゾウムシ及びイモゾウムシ根絶事業については、イモゾウムシの発生調

査及び根絶確認調査の方法の効率化を検討する必要があることから、トラップの開発

等を進める。 

沖縄県におけるウリミバエ根絶事業費・
侵入防止事業費と不妊虫放飼頭数の推移 


